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○ 計量証明事業者は、第１０７条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところに

より、計量証明に使用する特定計量器であって政令で定めるものについて、計量証明検査を受けなければならない。 
 
 １ 計量証明検査申請書の提出 
  
 ２ 計量証明検査の合格条件 
   一 検定証印等（第７２条第２項の政令で定める特定計量器であっては、有効期間を経過していないものに限る。）が付されてい

ること。 
   二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 
   三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 
   四 二に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。 
   五 三に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器（第７１条第３項の経済産業省令で定める特定計量器の

器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質）を用いて定めるものとする。 
 
 ３ 計量証明検査済証印等 
   一 計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量検査証明検査済証印を付する。 
   二 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。 
   三 計量証明検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。 
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